
 

 

八王子都市計画地区計画の変更(八王子市決定) 

都市計画南大沢センター地区地区計画を次のように変更する。 

名 称 南 南大沢センター地区地区計画 

位 置 ※ 八 八王子市南大沢一丁目、南大沢二丁目、南大沢四丁目及び南大沢五丁目各地内 

面 積 ※ 約 約 37.8 ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 本地区は、多摩ニュータウンの西側地区、京王相模原線南大沢駅周辺に位置し、東京都施行による新住宅市

街地開発事業に基づいた計画的な土地利用、施設配置が行われた区域である。 

「八王子市都市計画マスタープラン」では、商業、業務など様々な生活機能・サービスと、日常の活動や交

流の中心を担う複合的な機能のさらなる集積を進めて、周辺のみどり豊かな自然環境と調和した地域拠点づく

りを進めるとしている。また、東京都が策定した「南大沢駅周辺地区まちづくり方針」では、新たな生活様式

の実現を支える都市機能の集積を推進し、ゆとりあるオープンスペースを活用した商業・にぎわい、新しい働

き方・職住近接によるゆとり、日常生活の利便性、ビジネス環境、国際性、多様な人々の交流などの一層の充

実・向上を図る、などとしている。 

これらを踏まえ、本地区は、都立大学の立地を活かした情報・教育関連施設や時代のニーズに先導的に対応

する広域的な商業、業務、文化機能等が集積する活力と魅力に満ちた市街地環境の形成を目指す。 

土地利用の方針 本地区を 5つの地区に区分し、それぞれの方針を次のように定める。 

〔センターＡ地区〕 

南大沢駅を中心に生活拠点機能及び業務機能の集積を図り、計画的に魅力的な商業、業務核の形成を図りな

がら、常にゆとりとにぎわいが溢れる都市環境の形成を図る。 

〔センターＢ地区〕 

センター機能を補完する地区として、商業、文化等の施設の立地を図る。また、多摩ニュータウン八王子地

区の住民への行政サービスを行なう市支所・警察署・消防署・郵便局等の官公庁施設等の立地の維持・保全を

図る。 



 

土地利用の方針 〔沿道型業務施設Ａ、Ｂ地区〕 

多様化するニーズに配慮し、駅前中心施設から連なる生活関連の商業、業務サービス施設等の立地する地区

として、地域居住者等の生活に利便性を与える都市環境の形成を図る。 

〔公益施設地区〕 

周辺住宅地の環境に配慮しつつ、学術・研究環境を備えた公益的施設、業務施設及び商業施設等の導入を図

り、センター機能の補完及び快適で魅力ある都市環境の形成を図る。 

地区施設の整備

の方針 

新住宅市街地開発事業により、地区内に計画的に整備される道路及び緑地の各施設の機能が損なわれないよう

維持、保全を図る。 

 建築物等の整備

の方針 

〔センターＡ地区〕 

センター地区としての賑わいの創出や、都立大学の表玄関に相応しい建築物等を誘導、整備するため、建築

物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最低限度及び建築物

等の形態又は意匠の制限を定める。 

〔センターＢ地区〕 

隣接する都立大学の緑地、集合住宅地及びその周辺環境と調和する建築物等を誘導、整備するため、建築物

等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

〔沿道型業務施設Ａ、Ｂ地区〕 

幹線道路に面した交通条件を活かすとともに、南大沢駅周辺の賑わいを高める建築物等を誘導、整備するた

め、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

〔公益施設地区〕 

教育施設や研究開発施設、周辺住民の利便性を高める施設等を誘導し、良好な地区環境の創出を図るため、建

築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

 地区施

設の配

置及び

規模 

種 類 名  称 面  積 備  考 

緑 地 内裏谷戸緑地 約 0.7 ｈａ 既  設 

地区の

区分 

名 称 センターＡ地区 センターＢ地区 沿道型業務施設Ａ地区 沿道型業務施設Ｂ地区 公益施設地区 

 
面 積 約 13.5 ｈａ 約 10.4 ｈａ 約 1.3 ｈａ 約 2.2 ｈａ 約 10.3 ｈａ 



 

地

区

整

備

計

画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の

用途の制限 

次の各号に掲げ

る建築物は建築し

てはならない。 

1. 住宅 

2. 共同住宅、寄宿

舎又は下宿 

3. 学校(専修学校
及び各種学校は
除く。) 

4. 自動車教習所 

5. 倉庫業を営む倉

庫 

6. 自動車修理工場 

7. 危険物の貯蔵
又は処理に供
するもの(建築
物に附属する
ものを除く。) 

8. 風俗営業等の

規制及び業務

の適正化等に

関する法律第

2条第 6項の

規定に該当す

る営業に係る

もの 

次の各号に掲げ
る建築物は建築し
てはならない。 

1. 住宅 

2. 寄宿舎又は下宿 

3. 学校(専修学校

及び各種学校

は除く。) 

4. 自動車教習所 

5. 倉庫業を営む倉

庫 

6. マージャン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、
勝馬投票券発
売所、場外車
券売場その他
これらに類す
るもの 

7. 危険物の貯蔵

又は処理に供

するもの(建築

物に附属する

ものを除く。) 

次の各号に掲げる
建築物は建築しては
ならない。 

1. 寄宿舎又は下宿  

2. 建築物の延べ面積
の 2分の 1以上を
居住の用に供する
もの 

3. 建築物の 1階部分
を居住の用に供す
るもの(管理人室
等に供する部分を
除く。) 

4. 学校 (専修学校及
び各種学校は除
く。) 

次の各号に掲げる
建築物は建築しては
ならない。 
1. 寄宿舎又は下宿 

2. 建築物の 1 階部分
を居住の用に供す
るもの(管理人室
等に供する部分を
除く。) 

3. 学校 (専修学校及

び各種学校は除

く。) 

次の各号に掲げ

る建築物は建築し

てはならない。 

1. 住宅 

2. 共同住宅、寄

宿舎又は下宿 

3. 危険物の貯蔵

又は処理に供

するもの (建

築物に附属す

る も の を 除

く。) 

 建築物の敷地

面積の最低

限度 

1,000 ㎡ 300 ㎡ 1,000 ㎡ 



 

 壁面の位置の

制限 

1号壁面線として

計画図に示す道路

境界線から建築物

の外壁又はこれに

代わる柱の面まで

の距離は 1.5ｍ以上

としなければなら

ない。 

－ 

 建築物等の高

さの最高限度 

 1号壁面線として

計画図に示す道路

境界線から 20ｍ以

内においては、当

該道路中心からの

建築物の高さを 12

ｍ以下とする。 

－ 

 建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

1. 建築物等の外観の形態及び色彩は、周囲の環境に調和したものとする。 

2. 屋上及び屋外設置物は周囲からの景観に配慮したものとする。 

3. 屋外広告物は、過大とならずに周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、良好な景観

形成、風致を損なわないものとする。 

 

 
区域、地区の区分及び地区施設の配置については、計画図表示のとおり」                   ※は知事協議事項 
理由：「南大沢駅周辺まちづくり方針（令和 5年 3月東京都策定）」の実現に向け、当初決定から 25年以上が経過した土地利用現況や商
業・業務施設の立地動向等に応じた、将来にわたり健全な土地利用誘導を図るため、地区計画を変更する。 


